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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第89期

第１四半期連結累計(会計)期間
第88期

会計期間
自　平成20年４月１日

至　平成20年６月30日

自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日

売上高 （百万円） 10,826　 43,686　

経常利益 （百万円） 1,522　 5,032　

四半期（当期）純利益 （百万円） 884　 2,923　

純資産額 （百万円） 32,694　 31,343　

総資産額 （百万円） 57,600　 57,041　

１株当たり純資産額 （円） 555.42　 532.45　

１株当たり四半期
（当期）純利益金額

（円） 15.11　 49.82　

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益金額

（円） －　 49.81　

自己資本比率 （％） 56.4　 54.6　

営業活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） 472　 3,127　

投資活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） △3　 △1,956　

財務活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） △619　 △1,472　

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

（百万円） 5,012　 5,111　

従業員数 （人） 1,049　 1,028　

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　当第１四半期連結累計(会計)期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有

している潜在株式が存在していないため記載しておりません。

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更は

ありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

３ 【関係会社の状況】

　当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４ 【従業員の状況】

(1)　連結会社の状況

平成20年６月30日現在

従業員数(人)　　　 1,049

(注) 　従業員数は、就業人員数を記載しております。

(2)　提出会社の状況

平成20年６月30日現在

従業員数(人)　　　 563

(注) 　上記の人数は、関係会社等への出向者(26人)を除き、執行役員(4人)を含んでおります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1)　生産実績

事業の種類別セグメントの名称 　金額(百万円)

化学品事業

　無機化成品 1,154

　有機化成品 2,151

　ファイン　ケミカル 1,876

　小計 5,182

建材事業

　壁材 517

　エクステリア 2,559

　小計 3,077

(注)　１　生産金額は主に生産量に平均販売価格を乗じて算出しております。

２　生産実績は自家消費(無機・有機化成品及びファイン　ケミカル)を一部含んでおります。

３　その他の事業については生産活動になじまないため記載しておりません。

４　上記の金額には消費税等は含まれておりません。

(2)　受注状況

　　　 当社グループは見込生産を行っているため、該当事項はありません。

(3)　販売実績

　

事業の種類別セグメントの名称 　金額(百万円)

化学品事業

　無機化成品 1,932

　有機化成品 2,631

　ファイン　ケミカル 2,286

　小計 6,850

建材事業

　壁材 753

　エクステリア 3,071

　小計 3,825

その他の事業 150

合計 10,826

　(注)　１　販売実績の総販売実績に対する割合が10％以上となる販売先はありません。

　　　　２　上記の金額には消費税等は含まれておりません。

２ 【経営上の重要な契約等】

　　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものでありま

す。また、当四半期連結会計期間が四半期連結財務諸表の作成初年度であるため、前年同期との対比は行っ

ておりません。
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(1)　業績の状況

当第１四半期連結会計期間のわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した米国経済の減速、原

油・素材価格の高騰、前期末からの円高基調などにより、先行きの不透明感が強まる中で推移いたしまし

た。

このような状況下、当社グループでは、原材料価格の上昇という厳しい経営環境の中で、拡販とともに

販売価格の是正による収益力の強化に努めました。

この結果、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年６月30日）の売上高は108億26百

万円、営業利益は11億96百万円、経常利益は15億22百万円、第１四半期純利益は８億84百万円となりまし

た。

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

①化学品事業

 (無機化成品)

　ラジアルタイヤ向け原料である不溶性硫黄の販売が国内外ともに順調でありました。また、二硫化炭素

は引き続いて国内外で拡販に注力し、無水芒硝は販売シェアの拡大と採算性の改善に努めました。

 (有機化成品)

　殺菌消毒剤シアヌル酸誘導品は、国内では販売が伸び悩みましたが、海外においては米国市場が好調で

ありました。また、耐熱電線ワニス向けのセイクは収益体質の改善に努め、排水処理剤であるハイポルカ

は、市場開拓に注力しました。

 (ファイン　ケミカル)

　プリント配線板向けの水溶性防錆剤であるタフエースは、輸出を中心に引き続き順調に推移しました。

また、エポキシ樹脂硬化剤を主用途とするイミダゾール類は国内販売が堅調に推移しました。

　以上の結果、売上高は68億50百万円、営業利益は14億63百万円となりました。

②建材事業

 (壁材)

　住宅着工戸数が減少する中、拡販に努めましたが、内装分野を中心に販売が伸び悩みました。

 (エクステリア)

　原材料価格上昇に伴い販売価格の是正、拡販に努めましたが、住宅着工戸数減少の影響を受けた住宅分

野に加え、景観分野においても販売が伸び悩みました。

　以上の結果、売上高は38億25百万円、営業利益は１億32百万円となりました。

③その他の事業

　その他の事業は、情報システム事業における販売は安定して推移しましたが、フード事業の販売が伸び

悩みました。

以上の結果、売上高は１億50百万円、営業利益は６百万円となりました。

(2)　キャッシュ・フローの状況

営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、４億72百万円となりました。税金等調整前四半期純

利益は15億15百万円、減価償却費は４億28百万円を計上し、一方、法人税等の支払は７億32百万円となり

ました。

投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、３百万円となりました。設備投資など有形固定資産の取

得による支出４億45百万円がありましたが、定期預金の減少４億44百万円がありました。

財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、６億19百万円となりました。主なものは、長期借入金の

返済による支出５億69百万円であります。

以上の結果、現金及び現金同等物は、50億12百万円となりました。

(3)　事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更はありま

せん。また、新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内

容等(会社法施行規則第127条各号に掲げる事項)は次のとおりであります。
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(会社の支配に関する基本方針)

(１)当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

　　当社は、公開会社として当社株式の自由な売買を認める以上、株式の大量取得を目的とする買付けが行

われる場合において、それに応じるか否かの判断は、最終的には、株主全体の意思に基づいて行われる

べきだと考えております。

　　しかし、当社株式の大量取得行為や買付提案の中には、その目的等からみてステークホルダーとの関係

を破壊するもの、当社に対して高値で買取りを請求する場合や、株主の皆様に株式の売却を事実上強要

するおそれがあるもの、また当社や株主の皆様が買付けの条件について検討し、あるいは当社が代替案

を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの等、企業価値及び株主共同の利益に対する明白

な侵害をもたらすものもないとは言えず、これらの行為に関して、当社の基本理念や株主の皆様を始め

とするステークホルダーの利益を守るのは、当社の経営を預かるものとして当然の責務であると認識

しております。

　　そこで、当社は、かかる買付行為に対して、当社取締役会が、当社が設定し事前に開示する一定の合理的

なルールに従って適切と考える方策をとることも、当社の企業価値及び株主共同の利益を守るために

必要であると考えております。

　　以上、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を、以下「基本方針」

といいます。

(２)基本方針の実現に資する特別な取組み

①企業理念、企業ビジョン等

当社グループは、創業の基となり事業展開の源泉ともなってきた「独創力」を企業理念として、

「豊かで輝く企業、小粒でも世界に通用する企業集団となる」ことをビジョンに掲げております。こ

のビジョンの実現に向け「スピード＆ストレッチ」を行動指針として、より高い目標設定とその達

成に向けた意思決定、並びに行動の迅速化を全役職員共通の価値観としています。

②中期経営計画

　　上記ビジョンに近づくための具体的な取組みとして、当社グループでは平成22年３月期を最終年度

とする５年間の中期経営計画「Ｓｈｉｋｏｋｕ　Ｓｕｒｖｉｖａｌ　Ｓｔｒａｔｅｇｙ（ＳＳＳ）」

を策定し、その達成に向けた事業運営を行っております。

ＳＳＳは、コア・コンピタンスを重視した研究開発型のグローバル・ニッチ企業志向、現場重視主

義の経営を基本方針に置き、既存コア事業の強化・拡大による収益性向上を第１ステップとして、新

規事業創出による事業規模の拡大、またグループ会社を含めた包括的な競争力向上とグループ経営

を主眼とした経営効率化を目指しております。

化学品事業においては、グローバル・ニッチの方針の下、既存各事業の深耕とその周辺展開による

事業基盤の強化とともに、事業ポートフォリオの再構築も視野に入れ、全体としての更なる収益性向

上を最優先に、次代を担う事業の育成に努めております。また、建材事業においては、壁材とエクステ

リア、あるいは両者が融合する領域で、商品の独自性とユーザーニーズへのきめ細かな対応による差

別化を図りつつ事業領域拡大に取組むとともに、収益性を重視した営業戦略と一層の効率化を推進

し、事業基盤の強化を図っております。

全体の計数目標としては、連結売上高500億円、連結営業利益50億円、ＲＯＡ（総資産純利益率）

５％を掲げておりますが、既に連結営業利益とＲＯＡについては所期の目標を達成しております。

③コーポレート・ガバナンス及び内部統制システムの整備

当社は、継続的な企業価値向上のため、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する組織と透明性

の高い株主重視の経営システムの構築を重要施策として認識しております。「上場会社コーポレー

ト・ガバナンス原則」に則り、株主の権利の保護、株主の平等性の確保、ステークホルダーとの円滑

な関係の構築、適時適切な情報開示を重視し、その実効性を確保する体制の構築に努めております。

適正なコーポレート・ガバナンスを確保するために、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離

し、執行役員制度を導入するとともに、各々の機能にＣ.Ｅ.Ｏ.（最高経営責任者）とＣ.Ｏ.Ｏ.（最

高執行責任者）を置いております。経営責任と業務執行責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対

応できるようにするため、取締役、執行役員の任期は１年としております。
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また、企業の社会的責任を真摯に受け止め、内部統制システムの構築によりグループ全体のコンプ

ライアンス体制並びにリスク管理体制を確立するとともに、「環境・安全・健康」を確保するため

に環境負荷軽減と環境保全に向けた活動を自主的かつ継続的に行い、循環型社会の形成に貢献する

企業集団を目指して取組んでおります。

当社グループは、今後とも、こうした「中期経営計画ＳＳＳ」への取組みやコーポレート・ガバナ

ンス向上への取組みが、企業価値の向上、ひいては株主共同の利益の向上に資するものと考えており

ます。

(３)基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止

するための取組み（当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）） 

当社は、平成20年５月15日開催の取締役会において、基本方針に照らして当社の財務及び事業の方

針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、平成20年６月26日開催の当社第88回定

時株主総会の承認をもって、「当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）」（以下、「本プ

ラン」といいます。）の採用を決定し、本プランは第88回定時株主総会において承認されました。

本プランの概要は、以下のとおりです。

①本プランの対象となる当社株券等の買付け

本プランは以下の(ⅰ)又は(ⅱ)に該当する当社株券等の買付け又はこれに類似する行為（但し、

当社取締役会が承認したものを除きます。係る行為を、以下、「大量買付等」といいます。）がなされ

る場合を適用対象とします。大量買付等を行い、又は行おうとする者（以下、「買付者等」といいま

す。）は、予め本プランに定められる手続きに従わなければならないものとします。

(ⅰ)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20％以上となる買付け

(ⅱ)当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合及びその特別

関係者の株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け

②大量買付ルールの内容

当社は、買付者等が当社取締役会に対して大量買付等に関する必要かつ十分な情報を事前に提供

し、原則として60日（対価を現金（円価）のみとする公開買付けによる当社全株券等を対象とする

公開買付けの場合）または90日（その他の大量買付等の場合）を当社取締役会による評価、検討、交

渉、意見形成及び代替案立案のための期間（以下、「取締役会評価期間」といいます。）を経過した

後にのみ、大量買付等を開始することができる、という大量買付ルールを設定いたします。

また、大量買付ルールに関連して、本プランを適正に運用し当社取締役会の恣意的判断を防止する

ため、独立委員会を設置するとともに、株主の皆様の意思を尊重する見地から、必要に応じて株主意

思の確認手続きを行うこととします。独立委員会委員は３名以上とし、独立委員会委員は公平で中立

的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役、当社社

外監査役又は社外有識者の中から選任します。当初の独立委員会委員には、社外取締役及び社外監査

役を選任しております。また、当社株主の皆様の意思を確認する場合には、会社法上の株主総会（以

下、「本株主総会」といいます。）による決議によるものとします。当社取締役会は、本株主総会を開

催する場合には、本株主総会の決議の結果に従い、大量買付等の提案に対し、対抗措置を発動し又は

発動しないことといたします。本株主総会の開催日は、原則として当初定められた取締役会評価期間

内に設定するものとしますが、本株主総会を開催するための実務的に必要な期間等の理由によりや

むを得ない事由がある場合には、取締役会評価期間を、30日間延長することができるものとします。

③大量買付等がなされた場合の対応方針

(ⅰ)買付者等が大量買付ルールを遵守した場合

買付者等が大量買付ルールを遵守した場合、当社取締役会は、原則として大量買付等に対する対抗

措置はとりません。買付者等の買付提案に応じるか否かは、当社株主の皆様においてご判断いただく

ことになります。

しかし、買付者等が真摯に合理的な経営をめざすものではなく、買付者等による支配権取得が当社

に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうと判断され

る場合には、本プランの例外的措置として、当社取締役会は当社株主の皆様の利益を守るために、適

切と考える手段を取ることがあります。
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(ⅱ)買付者等が大量買付ルールを遵守しない場合

買付者等が大量買付ルールを遵守しなかった場合には、当社取締役会は、当社の企業価値及び株主

共同の利益を守ることを目的として、必要性及び相当性を勘案したうえで、新株予約権の発行等、会

社法その他の法律及び当社定款が認める対抗措置をとり、大量買付等に対抗する場合があります。買

付者等が大量買付ルールを遵守したか否か及び対抗措置の発動の適否は、外部専門家等の意見も参

考にし、また独立委員会の勧告を最大限尊重し、当社取締役会が決定します。

具体的にいかなる手段を講じるかについては、その時点で最も適切と当社取締役会が判断したも

のを選択することとします。対抗措置として新株予約権の無償割当てを選択する場合には、買付者等

に新株予約権の行使を認めないこと等を新株予約権の条件として定めます。

(ⅲ)対抗措置発動の停止等について

当社取締役会は、対抗措置の発動が決定された後であっても、買付者等が大量買付等の撤回又は変

更を行った場合など、対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判断した場合には、独立委員会

の勧告を最大限尊重したうえで、対抗措置の発動の変更又は停止を行うことができるものとします。

④株主・投資家に与える影響等

(ⅰ)本プランの導入時に株主及び投資家の皆様に与える影響

本プランの導入時には、新株予約権の発行自体は行われません。従って、本プランがその導入時に

株主及び投資家の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響

を与えることはありません。

(ⅱ)対抗措置発動時に株主及び投資家の皆様に与える影響等

当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、新株予約権の無償割当てを行う場合には、別途定める割

当て期日における株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主の皆様に対し、その保有す

る株式１株につき新株予約権３個を上限とした割合で、新株予約権が無償にて割当てられます。この

ような仕組み上、新株予約権の無償割当て時においても、株主及び投資家の皆様が保有する当社株式

１株当たりの経済的価値の希釈化は生じるものの保有する当社株式全体の経済的価値の希釈化は生

じず、また当社株式１株当たりの議決権の希釈化は生じないことから、株主及び投資家の皆様の有す

る当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しており

ません。但し、買付者等につきましては、この対抗措置の発動により、結果的に、法的権利又は経済的

利益に何らかの影響が生じる場合があります。

(ⅲ)新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続き

当社取締役会が新株予約権の無償割当ての決議を行った場合には、株主の皆様におかれましては、

当社が公告する新株予約権無償割当てにかかる割当て期日までに株式の名義書換手続きを行ってい

ただく必要があります。なお、証券保管振替機構に対する預託を行っている株券については、名義書

換手続きは不要です。

以上のほか、割当て方法、行使の方法及び当社による取得の方法等の詳細については、新株予約権

の無償割当てに関する当社取締役会の決議が行われた後、当社は、その手続きの詳細に関して、適用

ある法令及び金融商品取引所規則に基づき、適時かつ適切に開示又は通知を行いますので当該開示

又は通知の内容をご確認下さい。

⑤本プランの適用開始と有効期限

本プランは、第88回定時株主総会における株主の皆様のご承認が得られた平成20年６月26日から

発効し、本プランの有効期限は、平成23年６月30日までに開催される第91回定時株主総会の終結の時

までとします。

(４)本プランが基本方針に沿うものであること、当社の株主の共同の利益を損なうものではないこと、及

び当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと、並びにその理由

①本プランが基本方針に沿うものであること

本プランは、大量買付ルールの内容、大量買付等がなされた場合の対応方針、独立委員会の設置、株

主及び投資家の皆様に与える影響等を定めるものです。

本プランは、買付者等が大量買付等に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に事前に提供す

ること、及び取締役会評価期間が経過した後にのみ大量買付等を開始することを求め、大量買付ルー

ルを遵守しない買付者等に対して当社取締役会が対抗措置を講じることがあることを明記していま

す。
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また、大量買付ルールが遵守されている場合であっても、買付者等の大量買付等が当社の企業価値

及び株主共同の利益を著しく損なうものと当社取締役会が判断した場合には、買付者等に対して当

社取締役会は当社の企業価値及び株主共同の利益を守るために適切と考える対抗措置を講じること

があることを明記しています。

このように本プランは、基本方針の考え方に沿うものであるといえます。

②本プランが当社株主の共同の利益を損なうものではないこと

基本方針は、当社株主の共同の利益を尊重することを前提としています。本プランは、基本方針の

考え方に沿って設計され、当社株主の皆様が大量買付等に応じるか否かを判断するために必要な情

報や当社取締役会の意見の提供、代替案の提示を受ける機会の提供を保障することを目的としてお

ります。本プランによって、当社株主及び投資家の皆様は適切な投資判断を行うことができますの

で、本プランが当社株主の共同の利益を損なうものではなく、むしろその利益に資するものであると

考えます。

さらに、当社株主の皆様の承認を本プランの発効・延長の条件としており、本プランにはデッドハ

ンド条項（導入した当時の取締役が一人でも代われば消却不能になる条項）やスローハンド条項

（取締役の過半数を代えても一定期間消却できない条項）は付されておらず、当社株主が望めば本

プランの廃止も可能であることは、本プランが当社株主の共同の利益を損なわないことを担保して

いると考えます。

③本プランが当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと

本プランは、大量買付等を受け入れるか否かが最終的には当社株主の皆様の判断に委ねられるべ

きであることを大原則としながら、当社の企業価値及び株主共同の利益を守るために必要な範囲で

大量買付ルールの遵守の要請や対抗措置の発動を行うものです。本プランは当社取締役会が対抗措

置を発動する条件を事前かつ詳細に開示しており、当社取締役会による対抗措置の発動は本プラン

の規定に従って行われます。当社取締役会は、単独で本プランの発効・延長を行うことはできず、当

社株主の皆様の承認を要します。

加えて本プランの有効期間の満了前であっても、当社取締役の任期は１年となっていますので、毎

年の取締役の選任を通じて本プランにつき株主の皆様のご意思を反映させることができます。

また、大量買付等に関して当社取締役会が対抗措置をとる場合など、本プランに係る重要な判断に

際しては、必要に応じて外部専門家等の助言を得るとともに、当社の業務執行を行う経営陣から独立

している委員で構成される独立委員会へ諮問し、当社取締役会は、同委員会の勧告を最大限尊重する

ものとしています。さらに、必要に応じて、株主の皆様の意思を尊重するため、株主意思の確認手続き

を行うことができるとしています。本プランには、当社取締役会による適正な運用を担保するための

手続きを盛り込んでいます。

以上から、本プランが当社役員の地位の維持を目的とするものでないことは明らかであると考え

ております。

(4)　研究開発活動

当第１四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発費は２億55百万円であります。

なお、当第１四半期連結会計期間において研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

(5)　経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

今後のわが国経済は、米国をはじめとする世界経済の停滞傾向に加え、原材料価格の高騰や、急速な円

高による輸出関連産業の競争力低下等により減速感が増すものと予想されます。

当社グループといたしましては、これらの状況を踏まえて、厳しさを増す経営環境の中で持続的な成長

を実現するために、コア・コンピタンスに根ざした新規商品・事業の育成を図り、研究開発活動への重点

投資を図ってまいります。

(6)　資産、負債及び純資産の状況

当第１四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末比５億59百万円増加し、576億円となりまし

た。投資有価証券の時価が上昇したことによる固定資産の増加などによるものです。

負債は、前連結会計年度末比７億90百万円減少し、249億６百万円となりました。長期借入金の返済が進

んだことなどによるものです。

純資産は、前連結会計年度末比13億50百万円増加し、326億94百万円となりました。四半期純利益の計上

やその他有価証券評価差額金の増加などによるものです。

以上の結果、自己資本比率は前期末の54.6％から56.4％となりました。
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第３ 【設備の状況】

(1)　主要な設備の状況

　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2)　設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、

重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はあり

ません。なお、前連結会計年度末において計画中であった当社丸亀工場の工業用水敷設については、平成20

年６月に完了しました。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①　【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 235,850,000

計 235,850,000

②　【発行済株式】

種類

第１四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成20年６月30日)

提出日現在

発行数(株)

(平成20年８月12日)

上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名

内容

普通株式 58,948,063 58,948,063
東京証券取引所
（市場第一部） －

計 58,948,063 58,948,063－ －

(2) 【新株予約権等の状況】

　

当社は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき新株予約権を発行しております。

　平成19年６月27日定時株主総会決議

第１四半期会計期間末現在

(平成20年６月30日)

新株予約権の数(個) 340 (注１)

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 340,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり　695 (注２)

新株予約権の行使期間 平成21年７月１日～平成24年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　695

資本組入額　348

新株予約権の行使の条件

①　各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

②　本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時にお
いても当社または当社子会社の取締役、監査役、執行
役員または使用人たる地位であることを要する。但
し、任期満了による退任、定年退職または会社都合退
職の場合はこの限りではない。なお、本新株予約権者
が死亡により、当社または当社子会社の取締役、監査
役、執行役員または使用人たる地位を失った場合は、
当該本新株予約権者の相続人が権利を行使できるも
のとする。

③　その他の条件は、当社と本新株予約権者との間で締
結した「新株予約権割当契約」で定めるところによ
る。

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権は、第三者に譲渡、質入その他一切の処分
をすることができない。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注３)

(注) １　新株予約権１個当たりの目的たる株式の数（以下「目的株式数」という。）は当初1,000株とする。

但し、新株予約権発行日後に当社が株式分割又は株式併合を行う場合、目的株式数は次の算式によ

り調整されるものとする。

調整後目的株式数 ＝ 調整前目的株式数 × 分割又は併合の比率

なお、係る調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権についてのみ行

われ、調整の結果生ずる１単元未満の株式数は切り捨てるものとし、現金による調整は行わない。

２　本新株予約権発行日後に当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調
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整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × １
分割又は併合の比率

３　①当社は、当社を消滅会社とする合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して

「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ吸収合併契約もしくは新設合併契約、吸収分割

契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画(以下、総称して「合併契約等」という。)の規

定に従い、本新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社もしくは合併

により設立する株式会社、吸収分割承継株式会社、新設分割設立株式会社、株式交換完全親会社又

は株式移転設立完全親会社(以下、総称して「存続会社等」という。)の新株予約権を交付すること

ができる。

②上記①の場合における新株予約権の交付の条件は以下のとおりとする。但し、合併契約等において

別に定める場合はこの限りではない。

（a）交付される新株予約権(以下、「承継新株予約権」という。)の目的である存続会社等の株式

の数

交付時の交付新株予約権の目的である存続会社等の株式の数(以下、「承継目的株式数」とい

う。)は、次の算式により算出される。

承継目的株式数 ＝
合併等の効力発生直前

における目的株式数
×

合併契約等に定める当社の株

式１株に対する存続会社等の

株式の割当の比率（以下、

「割当比率」という。）

（b）承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

承継新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限る。)の価額は、当該時点における承

継目的株式数１株当たりの出資価額(以下、「承継行使価額」という。)に承継目的株式数を乗

じた金額とし、交付時の承継行使価額は、次の算式により算出され、算出の結果生じる１円未

満の端数を切り上げる。

承継行使価額 ＝ 行使価額 ×
１

割当比率

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(千株)

発行済株式

総数残高

(千株)

資本金増減額

 

(百万円)

資本金残高

 

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

　平成20年４月１日～

　平成20年６月30日
－ 58,948 － 6,867 － 5,741

　

(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成20年３月31日現在で記載しております。

①　【発行済株式】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成20年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）  

412,000
－ －

　普通株式

完全議決権株式（その他） (注)１普通株式 58,129,00058,129 －

単元未満株式 　　　　　　(注)２ 普通株式 407,063 － １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 58,948,063 － －

総株主の議決権 － 58,129 －

　（注）１　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が4,000株（議決権
　　　　　　　４個）含まれております。
　　　　２　「単元未満株式 」欄の普通株式には、当社所有の自己株式725株が含まれております。
　

②　【自己株式等】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成20年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

（自己保有株式） 香川県丸亀市土器町東

　四国化成工業株式会社 ８丁目537番地１ 412,000 － 412,000 0.70

計 － 412,000 － 412,000 0.70

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別 平成20年４月 ５月 ６月

最高(円) 515 510 509

最低(円) 441 458 456

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありませ

ん。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19

年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月

１日から平成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、監査法人トーマツによる四半期レ

ビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

当第１四半期
連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,017 5,543

受取手形及び売掛金 ※３
 14,419

※３
 14,077

商品 590 557

製品 4,053 3,948

原材料 1,712 1,687

仕掛品 185 178

繰延税金資産 754 728

その他 316 361

貸倒引当金 △20 △15

流動資産合計 27,027 27,065

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,200 5,172

機械装置及び運搬具（純額） 3,341 3,483

土地 8,564 8,564

建設仮勘定 68 39

その他（純額） 741 824

有形固定資産合計 ※１
 17,917

※１
 18,083

無形固定資産 236 256

投資その他の資産

投資有価証券 11,175 9,967

繰延税金資産 610 1,080

その他 633 587

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 12,419 11,635

固定資産合計 30,573 29,975

資産合計 57,600 57,041
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(単位：百万円)

当第１四半期
連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,997 7,965

短期借入金 2,650 2,400

1年内返済予定の長期借入金 5,169 5,701

未払法人税等 666 747

役員賞与引当金 11 45

その他 3,071 3,478

流動負債合計 19,567 20,337

固定負債

長期借入金 681 720

再評価に係る繰延税金負債 1,855 1,855

退職給付引当金 2,346 2,326

役員退職慰労引当金 186 182

負ののれん 51 56

その他 218 217

固定負債合計 5,339 5,359

負債合計 24,906 25,697

純資産の部

株主資本

資本金 6,867 6,867

資本剰余金 5,741 5,741

利益剰余金 16,210 15,619

自己株式 △255 △255

株主資本合計 28,564 27,973

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,043 1,330

繰延ヘッジ損益 0 0

土地再評価差額金 1,989 1,989

為替換算調整勘定 △87 △126

評価・換算差額等合計 3,945 3,193

新株予約権 17 11

少数株主持分 166 165

純資産合計 32,694 31,343

負債純資産合計 57,600 57,041
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
  至　平成20年６月30日)

売上高 10,826

売上原価 6,894

売上総利益 3,932

販売費及び一般管理費

運送費及び保管費 800

広告宣伝費 266

給料 478

役員賞与引当金繰入額 11

退職給付費用 65

役員退職慰労引当金繰入額 11

研究開発費 255

その他 845

販売費及び一般管理費合計 2,735

営業利益 1,196

営業外収益

受取利息 8

受取配当金 158

為替差益 199

雑収入 23

営業外収益合計 389

営業外費用

支払利息 32

売上割引 28

雑損失 2

営業外費用合計 63

経常利益 1,522

特別利益

貸倒引当金戻入額 0

特別利益合計 0

特別損失

固定資産除却損 8

特別損失合計 8

税金等調整前四半期純利益 1,515

法人税、住民税及び事業税 628

少数株主利益 2

四半期純利益 884
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
  至　平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,515

減価償却費 428

退職給付引当金の増減額（△は減少） 19

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3

受取利息及び受取配当金 △167

支払利息 32

有形固定資産除却損 8

売上債権の増減額（△は増加） △256

たな卸資産の増減額（△は増加） △100

仕入債務の増減額（△は減少） △107

その他 △317

小計 1,056

利息及び配当金の受取額 167

利息の支払額 △18

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △732

営業活動によるキャッシュ・フロー 472

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △445

有形固定資産の売却による収入 0

有形固定資産の除却による支出 △3

投資有価証券の取得による支出 △0

定期預金の増減額（△は増加） 444

その他 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △3

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 250

長期借入金の返済による支出 △569

自己株式の取得による支出 △4

配当金の支払額 △292

その他 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △619

現金及び現金同等物に係る換算差額 50

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △98

現金及び現金同等物の期首残高 5,111

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,012
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

当第１四半期連結会計期間

(自　平成20年４月１日

　至　平成20年６月30日)

会計処理基準に関する事項の変更

重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりまし

たが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号　平成18年７月

５日)が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法)により算定しております。

　これによる損益に与える影響は、軽微であります。

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

【簡便な会計処理】

当第１四半期連結会計期間

(自　平成20年４月１日

　至　平成20年６月30日)

該当事項はありません。

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第１四半期連結会計期間

(自　平成20年４月１日

　至　平成20年６月30日)

税金費用の計算

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用

後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　なお、法人税等調整額は、法人税、住民税及び事業税に含めて表示しております。

 

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末

(平成20年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額

26,190百万円

 

※１　有形固定資産の減価償却累計額

25,887百万円

 

　２　偶発債務 　２　偶発債務

 保証債務

中讃ケーブルビジョン㈱ 547百万円

四国化成欧艾姆（上海）貿易有
限公司

6百万円

計 554百万円

 

 保証債務

中讃ケーブルビジョン㈱ 510百万円

四国化成欧艾姆（上海）貿易有
限公司

6百万円

計 516百万円

 

※３　受取手形割引高

884百万円

 

※３　受取手形割引高

874百万円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日

　至　平成20年６月30日)

現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

(平成20年６月30日現在)

現金及び預金勘定 5,017百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △5百万円

現金及び現金同等物 5,012百万円

　

(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成20年６月30日)及び当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至

　平成20年６月30日）

１　発行済株式の種類及び総数

　普通株式 58,948,063株

２　自己株式の種類及び株式数

　普通株式 415,174株

３　新株予約権等に関する事項

　ストック・オプションとしての新株予約権

　　新株予約権の四半期連結会計期間末残高　　　提出会社(親会社)　17百万円

　　(注)権利行使期間の初日が到来しておりません。

４　配当に関する事項

(1)　配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(百万円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日

平成20年６月26日
　定時株主総会

普通株式 利益剰余金 292 5.00平成20年３月31日平成20年６月27日

(2)　基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間末後となるもの

　　　 該当事項はありません。

５　株主資本の金額の著しい変動に関する事項

　　　 該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

化学品事業

(百万円)

建材事業

(百万円)

その他の事業

(百万円)

計

(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結

(百万円)

売上高

(1)外部顧客に対する売
上高

6,850　 3,825　 150　 10,826　 －　 10,826　

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

2　 －　 68　 70　 （70） －　

計 6,852　 3,825　 219　 10,897　 （70） 10,826　

営業利益 1,463　 132　 6　 1,602　 （405） 1,196　

(注)　 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品等の名称
　　事業区分は事業目的において区分された項目別とし、その事業規模も勘案して下記のとおり分類してお

　　ります。

・化学品事業……無機化成品、有機化成品、ファイン ケミカル商品などの化学工業薬品事業

・建材事業………内外装用化粧壁、エクステリア商品、アルミシャッター商品などの建築土木資材事業

・その他の事業…情報システム事業などの顧客サービス事業

(会計処理の変更)

「四半期連結財務諸表の作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間

より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号　平成18年７月５日)を適用しておりますが、各セグメ

ントの営業損益に与える影響は軽微であります。

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

日本

(百万円)

北米

(百万円)

計

(百万円)

消去又は

全社

(百万円)

連結

(百万円)

売上高

(1)外部顧客に対する売
上高

9,354　 1,472　 10,826　 －　 10,826　

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,160　 1　 1,162　 （1,162） －　

計 10,514　 1,473　 11,988　 （1,162） 10,826　

営業利益 1,158　 82　 1,240　 （44） 1,196　

(注) １　国又は地域の区分の方法

　　地理的な近接度により区分しております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

　北米：米国

(会計処理の変更)

「四半期連結財務諸表の作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間

より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号　平成18年７月５日)を適用しておりますが、各セグメ

ントの営業損益に与える影響は軽微であります。

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 1,450　 1,496　 232　 3,178　

Ⅱ　連結売上高（百万円） 10,826　

Ⅲ　連結売上高に占める海外
売上高の割合（％）

13.4　 13.8　 2.2　 29.4　

(注) １　国又は地域の区分の方法

　 地理的な近接度により区分しております。

２　各区分に属する主な国又は地域

　 アジア：東アジア及び東南アジア諸国、北米：米国等、その他の地域：欧州等

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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(有価証券関係)

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）

　その他有価証券で時価のあるものが、事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の
末日に比べて著しい変動が認められます。

その他有価証券で時価のあるもの

区分
取得原価

(百万円)

四半期連結貸借対照表

計上額(百万円)

差額

(百万円)

(1)株式 7,339 10,780 3,440

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

合計 7,339 10,780 3,440

(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末

(平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 555円42銭 １株当たり純資産額 532円45銭

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末

(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 32,694　 31,343　

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 183　 176　

　（うち新株予約権）（百万円） （17） （11）

　（うち少数株主持分）（百万円） （166） （165）

普通株式に係る四半期末(期末)の純資産額（百万円） 32,510　 31,167　

普通株式の発行済株式数（千株） 58,948　 58,948　

普通株式の自己株式数（千株） 415　 412　

１株当たり純資産額の算定に用いられた四半期末(期
末)の普通株式の数（千株）

58,532　 58,535　

２　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

当第１四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 15円11銭

(注)１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

　記載しておりません。

２．１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

当第１四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日

　至　平成20年６月30日)

　四半期純利益(百万円) 884　

　普通株主に帰属しない金額(百万円) －　

　普通株式に係る四半期純利益(百万円) 884　

　普通株式の期中平均株式数(千株) 58,533　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年８月５日

四国化成工業株式会社

取締役会　御中

　

監査法人トーマツ

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　北　　田　　　 隆   　　印

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　髙　　倉　　 　康  　 　印

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている四国

化成工業株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間

(平成20年４月１日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照

表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この

四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に

対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

　

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、四国化成工業株式会社及び連結子会社の平成

20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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